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(57)【要約】
【課題】ＰＣ等からのアクセスにおけるユーザの利用履
歴に応じて、モバイル端末に二次元バーコードとして提
供する特典内容を出し分ける。
【解決手段】ユーザのＰＣ等での利用履歴を予め蓄積し
、特典内容ごとのユーザ条件と照合判定する構成により
、ユーザの利用履歴に応じて、モバイル端末に二次元バ
ーコードとして提供する特典内容を出し分けし差別化す
ることが可能となる。このため、要求操作をしたユーザ
全員を付与対象とする場合を含め、特典付与の目的やユ
ーザ個々の状況等に最適な無駄のない特典適用や効果的
販売促進が可能となり、顧客に対する吸引力や利用の動
機付けを高めることも可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの用いるモバイル端末に通信ネットワーク経由で特典情報を配信するサーバ装置
において、
　第一のクライアント端末からのアクセスについて、ユーザを識別してユーザごとの利用
履歴を表す履歴情報を取得し、所定の履歴記憶手段に記憶させる履歴取得手段と、
　複数の特典内容と、各特典内容を提供対象とするユーザの前記履歴情報が該当すべきユ
ーザ条件と、を対応付けて入力受付して所定の特典記憶手段に記憶させる特典受付手段と
、
　ユーザが用いる第二のクライアント端末であるモバイル端末からのアクセスについて、
ユーザを識別して特典情報の要求操作を受け付ける要求受付手段と、
　受け付けられた前記要求操作を行ったユーザの履歴情報を前記履歴記憶手段から取得し
、各ユーザ条件を前記特典記憶手段から取得し、その履歴情報がどのユーザ条件に該当す
るかを判定するユーザ判定手段と、
　前記ユーザ判定手段により該当すると判定された前記ユーザ条件に対応して前記特典記
憶手段に記憶されている前記特典内容を取得し、その特典内容を表す二次元バーコードを
準備するコード準備手段と、
　前記コード準備手段により準備された前記二次元バーコードを前記モバイル端末に送信
するコード提供手段と、
　をコンピュータが実現することを特徴とするサーバ装置。
【請求項２】
　前記コード準備手段は、該当するユーザを識別する所定の識別情報を含めて前記二次元
バーコードを作成し、
　使用された前記二次元バーコードに含まれていた前記識別情報を、所定の情報処理装置
から前記通信ネットワーク経由で受信すると共に、前記履歴情報として前記履歴記憶手段
に記憶させる通知受信手段と、
　を有することを特徴とする請求項１記載のサーバ装置。
【請求項３】
　サーバ装置から通信ネットワーク経由で、ユーザの用いるモバイル端末に特典情報を配
信する情報処理方法において、
　第一のクライアント端末からのアクセスについて、ユーザを識別してユーザごとの利用
履歴を表す履歴情報を取得し、所定の履歴記憶手段に記憶させる履歴取得処理と、
　複数の特典内容と、各特典内容を提供対象とするユーザの前記履歴情報が該当すべきユ
ーザ条件と、を対応付けて入力受付して所定の特典記憶手段に記憶させる特典受付処理と
、
　ユーザが用いる第二のクライアント端末であるモバイル端末からのアクセスについて、
ユーザを識別して特典情報の要求操作を受け付ける要求受付処理と、
　受け付けられた前記要求操作を行ったユーザの履歴情報を前記履歴記憶手段から取得し
、各ユーザ条件を前記特典記憶手段から取得し、その履歴情報がどのユーザ条件に該当す
るかを判定するユーザ判定処理と、
　前記ユーザ判定処理により該当すると判定された前記ユーザ条件に対応して前記特典記
憶手段に記憶されている前記特典内容を取得し、その特典内容を表す二次元バーコードを
準備するコード準備処理と、
　前記コード準備処理により準備された前記二次元バーコードを前記モバイル端末に送信
するコード提供処理と、
　をコンピュータが実現することを特徴とする情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル端末に特典を提供する技術の改良に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　マーケティング分野の商材として、印刷物から切り離して店舗等に持参し特典を受ける
紙片をクーポンと呼ぶが、近年飛躍的に普及した情報処理及び通信技術を利用し、携帯電
話等のモバイル端末（可搬情報機器）にクーポンを適用する工夫が提案されている。その
一例は、ユーザからの要求操作に応じてサーバから、予め用意された二次元バーコードを
含む特典画面をモバイル端末に表示させ、これをユーザが対象店舗で提示するとＰＯＳレ
ジシステムのスキャナ等で読み取って、割引等の特典を適用するものである（例えば、特
許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１５７１０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記のような従来技術は、要求操作を送信してきたどのユーザに対しても、一
律に同様な特典画面や二次元バーコードを提供するものであった。この場合、特典に関連
のある特定の商品、サービス、情報などとの関りやその頻度、関心の程度など、個別ユー
ザ間の差異は考慮されないため、マーケティング効果に限界があり、より効果的な販売促
進が可能な技術が求められていた。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決するもので、その目的は、ＰＣ等からのアクセスに
おけるユーザの利用履歴に応じて、モバイル端末に二次元バーコードとして提供する特典
内容を出し分けることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的をふまえ、本発明の一態様は、ユーザの用いるモバイル端末に通信ネットワ
ーク経由で特典情報を配信するサーバ装置において、第一のクライアント端末からのアク
セスについて、ユーザを識別してユーザごとの利用履歴を表す履歴情報を取得し、所定の
履歴記憶手段に記憶させる履歴取得手段と、複数の特典内容と、各特典内容を提供対象と
するユーザの前記履歴情報が該当すべきユーザ条件と、を対応付けて入力受付して所定の
特典記憶手段に記憶させる特典受付手段と、ユーザが用いる第二のクライアント端末であ
るモバイル端末からのアクセスについて、ユーザを識別して特典情報の要求操作を受け付
ける要求受付手段と、受け付けられた前記要求操作を行ったユーザの履歴情報を前記履歴
記憶手段から取得し、各ユーザ条件を前記特典記憶手段から取得し、その履歴情報がどの
ユーザ条件に該当するかを判定するユーザ判定手段と、前記ユーザ判定手段により該当す
ると判定された前記ユーザ条件に対応して前記特典記憶手段に記憶されている前記特典内
容を取得し、その特典内容を表す二次元バーコードを準備するコード準備手段と、前記コ
ード準備手段により準備された前記二次元バーコードを前記モバイル端末に送信するコー
ド提供手段と、をコンピュータが実現することを特徴とする。
【０００７】
　また、上記装置に限らず、上記装置に対応する方法及びコンピュータ・プログラムもそ
れぞれ本発明の態様である。さらに、上記のように構成される本発明の作用及び効果、並
びに本発明の他の各態様における構成、作用及び効果については、実施形態などを通じて
後述する通りである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ＰＣ等からのアクセスにおけるユーザの利用履歴に応じて、モバイル
端末に二次元バーコードとして提供する特典内容を出し分けることが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態の構成を示す機能ブロック図。
【図２】本発明の実施形態における処理手順を示すフローチャート。
【図３】本発明の実施形態におけるデータを例示する図。
【図４】本発明の実施形態における特典を例示する概念図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、本発明を実施するための形態（「実施形態」と呼ぶ）について、図に沿って説明
する。なお、背景技術や課題などで既に述べた内容と共通の前提事項については適宜省略
する。
【００１１】
〔１．構成〕
　本実施形態は、図１（構成図）に示すように、ユーザの用いるモバイル端末Ｍ１，Ｍ２
などに、インターネットや携帯電話網及びこれらの組合せに代表される通信ネットワーク
Ｎ経由で特典情報を配信するサーバ装置（以下「本装置」と呼ぶ）１に関するもので、本
発明は、本装置１に対応する情報処理方法やコンピュータ・プログラムとしても把握可能
である。
【００１２】
　本装置１は、図１に示すように、一般的なコンピュータの構成として、少なくとも、Ｃ
ＰＵなどの演算制御部５と、外部記憶装置（ＨＤＤ等）や主メモリ等の記憶装置６と、通
信ネットワークＮとの通信手段７（ＬＡＮアダプタなど）と、を有する。また、通信手段
７は、通信ネットワークＮを経てユーザＰＣ２、管理者ＰＣ３、店舗ＰＯＳレジシステム
４、モバイル端末Ｍ１やＭ２などと通信するための必要なＴＣＰ／ＩＰ制御プログラムな
どを含む。
【００１３】
　また、本装置１では、記憶装置６に予め記憶（インストール）した図示しない所定のコ
ンピュータ・プログラムが演算制御部５を制御することで、図１に示す各手段などの要素
（１０～７０など）を実現する。
【００１４】
　これら各要素のうち、情報を記憶する手段は、記憶装置６においてファイルや各種デー
タベース（以下「ＤＢ」と表す）、配列等の変数、システム設定値など任意の形式で実現
し、また、その他の情報処理を行う各要素は、以下のような各機能や処理を実現・実行す
る処理手段である。
【００１５】
〔２．作用及び効果〕
　上記のように構成した本装置１について、本発明に関する処理手順を図２のフローチャ
ートに示す。
〔２－１．履歴の記憶〕
　まず、本装置では普段から、履歴取得手段１０が、ユーザの用いる第一のクライアント
端末であるユーザＰＣ２からの通信ネットワークＮ経由のアクセスについて、ユーザをロ
グイン認証やクッキー情報などで識別してユーザごとの利用履歴を表す履歴情報を取得し
、所定の履歴記憶手段１５に記憶させる（ステップＳ１０。履歴取得処理）。
【００１６】
　ここで、ユーザＰＣ２は、ＰＣすなわちパーソナルコンピュータであるが、ユーザの用
いる第一のクライアント端末は、ワークステーションや、インターネットアクセス機能付
テレビ受信機といった家電製品など、種別は自由である。また、利用履歴は、本装置１の
提供する電子商取引その他各種のウェブサイト上での商品購買やページ閲覧の履歴である
が、本装置１は、実装上は複数のサーバ装置や提携先企業のサーバ装置との連携で実現す
る場合もあり、これらに関る他のサーバ装置などから得てもよい。
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【００１７】
〔２－２．履歴記憶手段〕
　また、履歴記憶手段１５の構成は自由であり、例えばリレーショナルデータベースにお
ける単一の表として実現してもよいが、本実施形態では、ユーザＤＢ１６と、購買履歴情
報ＤＢ１７と、行動履歴情報ＤＢ１８と、を有する。このうち、ユーザＤＢ１６は、特典
の提供対象とする本装置１の各登録ユーザについて、図３（１）に例示するように、ユー
ザＩＤと対応付けて、プロフィール情報（例えば、月額有料のプレミアム会員、ブロード
バンド会員又はその他のノーマル会員といった会員属性、性別や年齢などのいわゆるデモ
グラフィック情報や、居住地域を判断するための郵便番号など）を記憶するものである。
【００１８】
　また、購買履歴情報ＤＢ１７は、図３（２）に例示するように、各ユーザＩＤと対応付
けて、いつ（日時）、どの対象商品を購入したかの購買履歴情報を記憶し、また、行動履
歴情報ＤＢ１８は、図３（３）に例示するように、各ユーザＩＤと対応付けて、いつ（日
時）、どのウェブページ（アクセス対象ページ）を閲覧したかの行動履歴情報を記憶する
ものである。
【００１９】
〔２－３．特典提供の受付〕
　特典を配信すなわち提供しようとする側からは、特典受付手段２０が、通信ネットワー
クＮ経由で例えば管理者ＰＣ３などと通信し、広告主や管理者をログイン認証などで識別
したうえ、提供しようとする特典情報の案件ごとに、複数の特典内容と、各特典内容を提
供対象とするユーザの履歴情報が該当すべきユーザ条件と、を対応付けて入力受付して所
定の特典記憶手段２５に記憶させる（ステップＳ２０。特典受付処理）。ユーザ条件には
、性別等のデモグラフィック情報、プレミアム会員等の会員属性なども用いることができ
、このような対象の絞込みにより一層高精度で優れた販促効果が実現できる。
【００２０】
　ここで、図４（１）は、特典記憶手段２５に記憶されるそのような特典情報の案件（「
特典案件」とも呼ぶ）の一例について、特典内容とユーザ条件を示すもので、この特典案
件は、あるＺ社商品について、熱心なコアユーザの拡大を目的として、四種の特典種類を
提供するものである。
【００２１】
　この特典案件の特典種類のうち、最も好条件の特典Ｔ４は、特典内容が商品代金２０％
割引で、ユーザ条件は、過去に購買歴があるが（過去購買数≧１）最近買っていない（直
近３ヶ月購買数＝０）ことであり（図４（１））、該当ユーザは、Ｚ社利用疎遠ユーザ（
Ｕ４）と呼んでおく（図４（２））。次に好条件の特典Ｔ３は、特典内容が商品代金１５
％割引で、ユーザ条件は、過去に購買歴があるが（過去購買数≧１）最近利用が低下して
いる（直近３ヶ月購買数＜その前３ヶ月購買数）ことであり（図４（１））、該当ユーザ
は、Ｚ社利用低下ユーザ（Ｕ３）と呼んでおく（図４（２））。
【００２２】
　これらに該当しないユーザでも、過去に購買歴がある（過去購買数≧１）というユーザ
条件に該当するユーザは、特典Ｔ２の対象として商品代金１０％割引という特典内容が享
受でき（図４（１））、Ｚ社その他全ユーザ（Ｕ２）と呼んでおく（図４（２））。また
、過去に購買歴が無い残りのユーザ（Ｕ１）も、ユーザ条件が無条件で全ユーザが少なく
とも適用される特典Ｔ１を得て商品代金５％割引という特典内容が享受できる（図４（１
）（２））。
【００２３】
〔２－４．要求操作の受付〕
　上記のような特典配信が開始され、そのことをウェブ広告や告知メールなどで知ったユ
ーザは、自らが用いる第二のクライアント端末であるモバイル端末Ｍ１やＭ２から、所定
のＵＲＬなどで本装置１へアクセスし、特典情報の要求操作を行う。
【００２４】
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　このような要求操作があると（ステップＳ２８）、要求受付手段３０は、モバイル端末
Ｍ１やＭ２からのアクセスについて、ユーザをログイン認証やクッキー情報などで識別し
て特典情報の要求操作を受け付ける（ステップＳ３０。要求受付処理）。なお、モバイル
端末の種別は自由で、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡなど自由に選択可能である。ま
た、モバイル端末Ｍ１やＭ２から要求操作を本装置１へ送信する場合の画面遷移などの詳
細は自由である。
【００２５】
　例えば、「Ｚ社ＰＣモバイル連動キャンペーンで○○コードをゲット！」といった趣旨
の案内ウェブページから所定のハイパーリンクを選択することで、特典内容を表す二次元
バーコードが掲載されているウェブページにジャンプする態様も考えられるし、また、例
えば、告知メールに記載されたＵＲＬやハイパーリンクを選択することで、モバイル端末
のウェブブラウザが起動して、そのような二次元バーコードが掲載されているウェブペー
ジが開く態様なども考えられる。
【００２６】
〔２－５．ユーザ条件の判定と特典の提供〕
　上記のように要求操作があると、ユーザ判定手段４０が、受け付けられた要求操作を行
ったユーザの履歴情報を履歴記憶手段１５から取得する一方、要求操作の対象となった特
典情報に係る各ユーザ条件を特典記憶手段２５から取得し、そのユーザの履歴情報がどの
特典種別のユーザ条件に該当するかを判定する（ステップＳ４０。ユーザ判定処理）。
【００２７】
　この判定の際、例えば、図４（１）などに例示した過去購買数や所定期間の購買数につ
いては、購買履歴情報ＤＢ１７から該当期間の購買履歴情報を読み出してその数をカウン
ト（積算）する。また、会員属性などのプロフィールについてはユーザＤＢ１６から読み
出して該当の有無を判断する。
【００２８】
　そして、コード準備手段５０が、ユーザ判定手段４０により該当すると判定されたユー
ザ条件に対応して特典記憶手段２５に記憶されている特典内容を取得し、その特典内容を
表す二次元バーコード（例えば、ＱＲコード（登録商標）など）を準備し（ステップＳ５
０。コード準備処理）、コード提供手段６０が、前記のようにコード準備手段５０により
準備された前記二次元バーコードをモバイル端末Ｍ１やＭ２などに送信する（ステップＳ
６０。コード提供処理）。
【００２９】
　ここで、二次元バーコードの「準備」は、予め変換して作成した二次元バーコードのバ
ーコード画像を特典記憶手段２５などに記憶しておき（図４（１））、それを読み出すの
でもよいし、ユーザ条件が判定された都度、その時点で特典内容を二次元バーコードに変
換してもよい。図４（１）は前者の例であり、バーコード画像は「特典内容」として記憶
しておき、読み出してもよい。二次元バーコードを都度作成する後者の場合は、図４（１
）の「バーコード画像」の項目は不要で、例えば、「特典内容」として、特典行使の際に
店舗ＰＯＳレジシステム４に特典内容を伝達する文字コードなどのデジタル情報を特典記
憶手段２５に記憶しておくことになる。
【００３０】
　以上のような処理の結果、例えば、特典Ｔ４のユーザ条件（図４（１））に該当したユ
ーザＡのモバイル端末Ｍ１に配信された二次元バーコードＣ１は、店舗ＰＯＳレジシステ
ム４で読み取ると２０％割引の特典内容適用となり、一方、特典Ｔ２のユーザ条件（図４
（１））に該当したユーザＢのモバイル端末Ｍ２に配信された二次元バーコードＣ２は、
店舗ＰＯＳレジシステム４で読み取ると１０％割引の特典内容適用となる。
【００３１】
〔２－６．基本的効果〕
　以上のように本実施形態によれば、ユーザのＰＣ等での利用履歴を予め蓄積し、特典内
容ごとのユーザ条件と照合判定する構成により、ユーザの利用履歴に応じて、モバイル端
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末に二次元バーコードとして提供する特典内容を出し分けし差別化することが可能となる
。このため、要求操作をしたユーザ全員を付与対象とする場合を含め、特典付与の目的や
ユーザ個々の状況等に最適な無駄のない特典適用や効果的販売促進が可能となり、顧客に
対する吸引力や利用の動機付けを高めることも可能となる。
【００３２】
〔２－７．特典行使の履歴化〕
　上記のように提供した特典を実際にユーザが行使して商品購入等を行ったか否かの情報
を取得して履歴情報に加え、以降のユーザ条件の設定や判定に利用することもできる。こ
の場合、コード準備手段５０は、該当するユーザを識別するユーザＩＤなど所定の識別情
報を含めて二次元バーコードを作成する。
【００３３】
　そして、本装置１に設けた通知受信手段７０が、特典を実際にユーザが行使したとの通
知を受信すると（ステップＳ６５）、使用された二次元バーコードに含まれていたユーザ
の識別情報を、所定の情報処理装置（ここでは、特典行使場所に設置された店舗ＰＯＳレ
ジシステム４）から通信ネットワークＮ経由で受信すると共に、履歴情報として履歴記憶
手段１５に記憶させる（ステップＳ７０。通知受信処理）。その後のユーザ条件では、「
前回の特典を実際に行使したこと」などを設定、判定すればよい。
【００３４】
　このように、本実施形態において、二次元バーコードを実際に使ったユーザの識別情報
を、ＰＯＳレジなどの外部システムから受信し履歴情報の一環として蓄積する構成につい
ては、これにより、特典の使用実績も以降の特典内容の出し分けに反映させることが可能
となり、特典に対するユーザごとの反応も考慮したさらにきめ細かなマーケティングが可
能となるが、必ずしも必須ではないので省略も可能である。
【００３５】
〔３．他の実施形態〕
　なお、上記実施形態は例示に過ぎず、本発明は、以下に例示するものやそれ以外の他の
実施態様も含むものである。一例として、上記実施形態では、購買実績に応じて割引率の
異なる特典内容を適用する例を示したが、他の例として、全ユーザを対象に５％割引の特
典をもれなく提供しつつ、図３（３）に例示したような「音楽コーナー」のあるページに
アクセス歴がある等の行動履歴に応じて、上記５％割引の特典に重ねて又は差し替えて、
限定グッズプレゼントなどのさらに手厚い特典内容を適用してもよい。このようにすれば
、有望な見込み客に対して訴求力の高い販売促進を図ることが可能となる。
【００３６】
　また、例えば、各構成図、データの図、フローチャートの図などは例示に過ぎず、各要
素の有無、その順序や具体的内容などは適宜変更可能である。一例として、ＤＢ１６，１
７，１８は個別に分けず一体の履歴記憶手段１５としてもよい。また、本発明において、
各手段などの要素は、コンピュータの演算制御部に限らず、ワイヤードロジック等に基づ
く電子回路で実現してもよい。
【符号の説明】
【００３７】
Ｎ　通信ネットワーク
１　サーバ装置
２　ユーザＰＣ
３　管理者ＰＣ
５　演算制御部
６　記憶装置
７　通信手段
１０　履歴取得手段
１５　履歴記憶手段
２０　特典受付手段
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２５　特典記憶手段
３０　要求受付手段
４０　ユーザ判定手段
５０　コード準備手段
６０　コード提供手段
７０　通知受信手段

【図１】 【図２】
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